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芦屋市官民有地境界協定事務取扱要綱 

 官民有地境界協定等事務取扱要綱（昭和５９年芦屋市要綱）の全部を改正する。 

  （趣旨） 

第１条 この要綱は、芦屋市が所有又は管理している道路及び水路（以下「道路等」

という。）に係る境界協定の事務に関し必要な事項を定めるものとする。 

  （事務の範囲） 

第２条 境界協定の事務は、道路等に隣接する土地（以下「民有地」という。）の所有

者から申請がある場合及び市長が必要と認めた場合において、この要綱の定めると

ころにより行うものとする。 

  （協定の申請） 

第３条 境界協定の申請は、民有地の公簿上の所有者が行うものとする。ただし、次

の各号に掲げる場合において、あらかじめ市長が認めたときは、それぞれ当該各号

に定めたところにより申請を行うことができるものとする。 

(1) 公簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合 当該所有権を取得し

ている者が所有権を証する書面（売買契約書、土地売渡承諾書等）を添付して申

請する。 

(2)  公簿上の所有者が死亡している場合 相続人（相続人が複数である場合は当

該複数の相続人（連名））が相続を確認できる書面（戸籍謄本等）を添付して申

請する。 

(3)  公簿上の所有者が未成年者等の場合 法定代理人が法定代理人であることを

証する書面を添付して申請する。 

(4) 公共工事等のために境界協定を必要とする場合 公共団体が民有地の所有者

の委任状を添付して申請する。 

(5) 民有地の所有者の住所が遠隔地又はその他特別の理由により、申請に支障が

ある場合 民有地の所有者の委任を受けた者が委任状を添付して申請する。 

  （事務の代理） 

第４条 土地家屋調査士、測量士、建築士、行政書士等が申請者に代わって事務の全

部又は一部を代理する場合には、委任状を提出させるものとし、委任状記載の事務

を行うことができるものとする。復代理人についても同様とする。 
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  （申請の手続） 

第５条 申請者は、官民有地境界協定申請書（別記様式。以下「申請書」という。）に、

次の各号に掲げる図書を、それぞれ当該各号に定めるところにより添付して、提出

するものとし、部数は正本１部、副本１部とする。 

(1) 土地登記簿謄本 

(2) 位置図 

縮尺は、２，５００分の１から１０，０００分の１までの間で、当該申請箇所

の位置を表示するのに適当なものとし、周辺の地形及び方位を略記し、かつ、建

物、道路橋、神社、鉄道その他主要な物件を記入した図面に当該申請箇所を表示

したものとする。この場合において、既刊の地図に当該申請箇所を表示したもの

をもって代えることができるものとする。 

(3) 公図（法務局備付けの字限図等） 

法務局備付けの公図から、当該申請箇所及びその隣接土地全部を転写したもの

に当該申請箇所を表示するとともに、次に掲げる事項を記入押印したものとする。 

ア  町名及び地番 

イ  公図の所在する法務局名（出張所名も付記） 

ウ  公図の転写年月日及び転写者の資格（職）、氏名、印 

エ  公図の作成に当たっては、次の事項に留意すること。 

(ｱ) 公図が着色されているときは同様に着色すること。 

(ｲ) 申請地、隣接地又は対側地が分（合）筆されている場合で、公図の手入れ

がされていないものについては、土地所在図（転写したもの）及び地積測量

図（転写したもの）を添付すること。 

(ｳ) 隣接公共施設及び申請地が複数の公図にわたっている場合、複数の公図が

境界協定を行うのに関係する場合等については、該当する公図も転写するこ

と。この場合において、合成するときは「公図（合成）」と明記すること。 

(4) 実測平面図 

縮尺は、１００分の１から５００分の１までの間で当該申請箇所の現況を表示

するのに適当なものとし、公共基準点を用いて測量すること。申請箇所の周辺の

地形及び地上物件を表示した図面に、申請者の主張する境界線を朱線により表示

するとともに、次に掲げるところにより必要な事項を記入押印したものとする。 

ア 町名及び地番（申請地、隣接地、対側地）並びに求積図、求積表及び方位を

記入すること。この場合において、土地の筆界に境界杭や境界標等があるとき

は、必ず記入すること。 
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イ 測量の年月日及び測量者の資格（職）、氏名、印。この場合において、製図者

が別の場合にはその者の資格（職）、氏名、印を明記すること。 

(5) 実測横断面図 

縮尺は、現地の現況を表示するのに適当なものとし、地形に応じて必要箇所に

ついて作成すること。この場合において、申請者の主張する境界線を朱線で表示

するとともに、測量の年月日及び測量者の資格（職）、氏名、印（製図者が別の場

合はその者の資格（職）、氏名、印）を明記すること。 

(6) その他 

ア  申請書に使用する印は、登録印鑑を使用するとともに印鑑登録証明書を添付

すること。この場合において、法人（公共団体を除く。）の場合は、代表者の資

格証明書を添付すること。 

イ  申請者の現住所が土地登記簿謄本記載の住所と異なっている場合は、住所異

動の確認ができる書面（住民票、商業登記簿謄本等）を添付すること。 

ウ  その他担当職員が提出を求めた資料は、速やかに提出すること。 

  （現地立会い） 

第６条 現地立会いは、原則として申請者、代理人、民有地の隣接地の土地所有者等

により行うものとする。 

２  官民境界について協議が成立したときは、境界杭又は境界標を現地に設置するこ

と。 

  （協定） 

第７条 官民境界の協議が成立したときは、官民有地境界協定図（以下「協定図」と

いう。）により協定を行うものとする。 

２  協定図は、２部作成し、市長及び申請者が双方押印の上それぞれ１部を保有する

ものとする。この場合において、申請者は、協定図を次に掲げるところにより作成

した図書を添付し、提出するものとする。 

(1) 官民有地境界協定用図面 

官民有地境界協定用図面（以下「協定用図面」という。）は、次に掲げるところ

により必要な事項に留意して、申請者が自己の費用により２部作成し、提出する

こと。 

ア  協定用図面は、原則として１枚の図面に位置図（公共基準点を明記）、公図、

実測平面図、実測横断面図等を必ず記入すること。 

イ  官民有地境界線は、朱線で表示し、点間距離を明記すること。 

ウ  申請地と隣接する全ての土地の境界線及び境界点を表示するとともに点間距
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離を必ず明記すること。 

エ  実測平面図及び実測横断面図については、第５条第４号及び第５号に定める

事項に従い記入すること。 

オ  協定用図面には、作成者の資格（職）、氏名、印及び登録番号並びに測量年月

日を明記すること。 

(2) 写真 

写真はカラー（変色するものを除く。）とし、官民有地境界線、境界杭等が明ら

かに判別できるものを１部提出するものとする。 

  （隣接土地所有者の同意等） 

第８条 協定用図面には、申請地に隣接する土地所有者の同意を証するものがなけれ

ばならない。 

２  申請地の隣接土地所有者の同意の様式については、協定用図面に、隣接土地所有

者が「本図に表示された官民有地境界線に同意します。」と記入のうえで、「○○番

土地所有者、現住所、氏名、印」を署名押印したものとする。この場合において、

使用する印は、登録印鑑を押印するものとする。 

３  申請地の対側地の所有者の同意は、水路及び４メートル未満の幅員の道路につい

て得るものとする。 

  （申請書の返却） 

第９条 申請者による申請の取下げがあった場合（申請後、１年経過後も協定図を提

出しない場合を含む。）は、申請書を返却するものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前に、この要綱による改正前の官民有地境界協定等事務取扱要綱

の規定により境界協定の申請があったものについては、なお従前の例による。 
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別記様式（第５条関係）

官 民 有 地 境 界 協 定 申 請 書

令和  年  月  日

芦 屋 市 長 あて

            申請人 住所             

                氏名            ○印

            代理人 住所             

                氏名            ○印

                電話番号           

下記により官民有地境界の協定を受けたいので関係図書を添えて

申請します。

協定申請地 芦屋市      町       番

協 定 箇 所  上記申請地と接する との境界

協 定 理 由

添 付 図 書  印鑑証明書、資格証明書（法人の場合）、謄本、

見取図、字限図、実測図、断面図、委任状、分筆図

      隣接する土地の要約書


